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はじめに

私どもの長男　山田太郎（2年2組）へのいじめを早急に解決いただきたく、下記のように要望します。

被害状況

長男太郎は、毎日のように学校のクラスメートにいじめを受けており、そのストレスが原因で、弟たちに必要以上にきつく当たったり、母親に暴言を吐いたり、勉強が手につかない等、大変憂鬱な毎日を過ごしています。それでも学校は好きなので、いじめられるのは嫌でも頑張って登校しています。しかし、いじめは次第にエスカレートしてきており、このままでは不登校になるのは時間の問題です。

被害状況の詳細については、別紙「いじめの被害事実」をご参照ください。

要望事項

　　　担任の先生がいじめの存在を認識し、何とか改善しようと努力して下さっていることには、心から感謝しています。しかし、長男太郎へのいじめは改善されるどころか、ますます悪化しています。その現状を見るにつけ、残念ながら担任の先生が効果的な手を打てているとはとても考えられません。従いまして、本いじめ問題に対して、学校を上げて真剣に早期解決に取り組んでいただきたく、下記の通り要望いたします。

早急にいじめをやめさせること

加害児童への厳重注意（人の心身を傷つけることは悪であることを徹底指導する）【即日】

加害児童と保護者からの謝罪【三日以内】

（2）（1）の対策状況と再発防止策の文書提示（報復防止含む）【五日以内】

4.　おわりに

　　　現代のいじめは、昔のいじめと違って、子供のいたずら程度ではなく、陰湿な犯罪であると考え、教師と保護者が力を合わせて対処すべき問題であると考えます。2007年1月に文科省が示している通り、いじめであるかどうかの判断基準は、いじめられている側がどれだけそれを苦にして傷ついているかどうかです。人の心や身体を、言葉や肉体的暴力によって傷つけるのは悪であり、人の心を明るく幸福に満たすことは良いことであるといった「善悪の徹底指導」が、子供の時こそ必要です。子供は国の宝です。国が滅ぶか発展するかは、いかなる教育をしたかにかかっています。家庭においては親が、学校においては先生が、その責任を担っています。子供たちの健全な発育のために「していいこと、して悪いこと」をしっかりと教える御指導を、何卒よろしくお願い致します。
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